
ESG時代の責任ある木材調達と製品づくりとは？

～SDGSの達成に向けた木材デユーディリジェンスを考える ～
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（一社）日本家具産業振興会
会員 ： カリモク家具株式会社

【DD実施企業の取組み事例】

資料内容

１・在籍する日本家具産業振興会（ＪＦＡ）の紹介

２・ＪＦＡの合法木材に関する取組みについて

３・ＪＦＡ国産家具表示認定事業の紹介

４・ＪＦＡ認定合法木材事業者認定の概要

５・弊社合法木材取扱状況について

６・弊社クリーンウッド法に関する位置づけと対応！



家具業界団体である日本家具産業振興会は！

◆会員数 ： ６３社（組合団体含む）

◆会 長 ： 加藤知成（カリモク家具（株）相談役）

◆主な事業・家具の国産表示推進事業
・貿易振興事業（輸出の促進）
・合法木材・木製品の普及に関わる事業
・見本市事業（ＩＦＦＴの開催）
・環境対策事業（シックハウス対策）
・技術・技能の振興推進事業（技能五輪協力）
・対外経済・技術協力事業ほか

１・（一社） 日本家具産業振興会について

２・日本家具産業振興会の合法木材に関する取組み

本会では、グリーン購入法改訂の2006年より業界における合法木

材の普及促進に取り組み、違法伐採対策に関する自主的行動規範
を設けるとともに、本会内の環境安全委員会により、政府などが調達
する木製家具など、木製品の納入に際し必要となる合法性等を証明
することのできる 「合法木材供給事業者」の認定を開始した。

また2017年に施行されたクリーンウッド法の周知およびセミナーの開

催などを通じて、業界事業者などに合法性・持続可能性等の証明さ
れた木材・木製品の利用をよびかけております。

なお本会で推進している「国産家具表示認定」の認定については、こ
れを希望する事業者の合法木材供給事業者の認定取得を要件のひ
とつとして取り組んでいます。



６. モラル基準

１. 国産家具基準

６つの基準を満たした製品をもち

６つの基準を満たせる社内体制

２. 品質基準

３. 室内環境基準

４. 木材基準（合法木材供給事業者）

５. 保護基準

３・「国産家具表示認定」における事業者認定要件

《表示マーク》

４・日本家具産業振興会認定合法木材供給事業者

【事業者認定確認事項】

◆事業者認定申請書類

①・取扱う木製品の主要品目（製材・合板・繊維板等）とその年間の全数量
及びこのうち合法性が証明されたそれぞれの品目の年間の全数量。

②・事業者の敷地、建物及び施設（工場・倉庫）の配置状況を記した図面。

③・合法木材が保管してある施設・場所の外観と内部写真。

④・仕入れ先の「合法木材供給事業者」認定の写し。

⑤・製品に使用する取扱う木質材料の分別管理及び書類管理の方針。

⑥・会員外については、会社概要を記したものの提出。



④・仕入先合法木材供給事業者認定③・合法木材保管施設及び場所写真

②・事業所の敷地、建物の配置図①・取扱う木製品の主要品目と年間使用量

◆事業者認定申請書類内容

（適用範囲）

本方針書は、当社工場において、木材と当該木材を原料として製造する木製品の取扱いに当たって適用する。

（分別管理責任者）

①分別管理を行うため、（●●●●担当） を分別管理責任者として定める。

②分別管理責任者は適切な分別管理及びその実施状況の点検を責任を持って行う。

（分別管理の実施）

①木材の入荷に当たっては、納品書、合法材料分別表等により合法木材であるかそれ以外の木材であるかを

確認する。

②木材の保管に当たっては、合法木材とそれ以外の木材が混在しないように、それぞれの保管場所をテープや

標識等により明確に区画して管理する。

③加工に当たっては、合法木材とそれ以外の木材が混在しないように加工管理する。

④木製品の出荷に当たっては、合法木材であることを確認の上、納品書に記載する。

⑤木製品の保管に当たっては、合法材料で製造した木製品とそれ以外の木材原料で

生産した木製品が混在しないように、保管場所をテープや標識等で明示管理する。

（書類管理）

①分別管理責任者は、合法木材に係る製品出荷量を実績報告として取りまとめる。

②合法木材の入出荷、在庫に関する情報が把握できるよう、適切に管理する。

③証明書及び納品書、管理簿等の関係書類は、５年間整理保管する。

⑤・製品に使用する取扱う木質材料の分別管理及び書類管理の方針

（（一社）全国木材組合連合会 合法木材ハンドブック参照）



５・弊社合法木材取扱状況について５・弊社合法木材取扱状況について

経 済 産 業 省
JQA-QMA11560

木 と 人 の 家 具 カ リ モ ク ！

■ 会社名 ： カリモク家具株式会社
（2010年：刈谷木材工業・カリモク家具販売合併）

■ 創立 ： 1940年（昭和15年）

■ 設立 ： 1947年（昭和22年）

■ 本社所在地 ： 愛知県知多郡東浦町藤江皆栄町108

■ 資本金 ： 4,500万円

■ 従業員数 ： 830名

■ 取扱品目 ： 木製インテリア家具の製造・卸売

社訓 ： 誠実であれ！ 和をはかろう！ 進歩向上しよう！

木 と 人 の 家 具 カ リ モ ク ！

リリフちゃん

【 会社概要紹介】



カリモク家具

豊明木工（愛知県）

岐阜ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（岐阜県） 岐阜カリモク（岐阜県）

【 会社概要紹介】

東浦カリモク（愛知県）

カリモク秋田（秋田県）

・なら・ﾌﾞﾅ
・ｻｸﾗ・ｸﾙﾐ
・ｸﾘ・ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ

大成産業（北海道）

国産なら
輸入なら

カリモクマレーシア

・ﾊﾟﾗウッド
（ゴムの木）

・ｵｰｸ・ｳｵｰﾙﾅｯﾄ
・ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ・ﾊｯｸﾍﾞﾘー
・ﾌﾞﾗｯｸﾁｪﾘｰ・ﾒｰﾌﾟﾙ
・ﾀﾞﾆｴﾗ

知多カリモク（愛知県）◆資材工場 4社

◆製造工場 5社
（ 7工場）

＊28営業所 ・ 26ｼｮｰﾙｰﾑ

◆営業所 or ｼｮｰﾙｰﾑ（全国拠点）

新横浜ｼｮｰﾙｰﾑ

関西ｼｮｰﾙｰﾑ関東ｼｮｰﾙｰﾑ

本社ｼｮｰﾙｰﾑ

神戸ｼｮｰﾙｰﾑ

（本社屋）

（本社工場）

革張ｿﾌｧｰ 布張ｿﾌｧｰｽﾂｰﾙ

書棚 食器棚

ﾍﾞｯﾄﾞ

ｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ

座卓

ﾃﾞｽｸﾁｪｱｰ

ﾏｯﾄﾚｽ

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱｰ

【 取扱商品事例 】

木肘ﾁｪｱｰ

（各種木製ｲﾝﾃﾘｱ家具の製造・卸売り）

ﾘｸﾗｲﾅｰﾁｪｱｰ

ワゴン ・ ﾃﾞｽｸﾃﾚﾋﾞﾎﾞｰﾄﾞ

サイドﾃｰﾌﾞﾙ

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ



５・弊社合法木材取扱状況について

◆2006年グリーン購入法改正当時の取り組み！
基本方針としてはまず、一般ユーザーに向けて『合法木材』を使用した製品を提供できる様
に取組んできた。

その取組みの中で 『グレーはアウト』 これは弊社オーナーから言われた言葉で、弊社役
員・工場長出席の会議の場での報告に対してオナーよりあいまいにせず確認の取れたもの
だけ対応（証明書）する事。

グレーはアウトだー！

◆そうしたした中当時の出来事として・・・
当時は取引先企業様からの要求で対象製品の証明書を求められた際、証明対象外製品
であったがために証明書を出す事が出来ない状況に対して、弊社製品のカタログ掲載が出
来ないと言われましたが、弊社としては『グレーはアウト』の方針通り対応した。

（その後は倉庫への分別管理を行い対応する事でスムーズな取引が可能になる。）

困ったな～ 商品受注

材料分別管理

証明材料にて生産

取引先

５・弊社合法木材取扱状況について



◆樹種別入手の際、リスク回避のため・・・
複数の樹種を使用しているため樹種によってリスクのある樹種については購入業者、購入
先等を変更して入手する。

事例として、ナラ材については国産・中国・ロシア材を使用していたが、中には一部証明書
の入手が難しいものもあり、代替材の使用や現在では国産材と米材を主として使用している。

R

違法伐採

×
合法伐採材

５・弊社合法木材取扱状況について

合法材取扱実績報告（2016年実績）

（97%）

（88%）

（100%）

（82%）

◆弊社木質材の合法性確認方法について



弊社事業者認定書 購入先事業者認定書（ｻﾝﾌﾟﾙ）

◆現在の証明方法（証明の連鎖）

認定書
証明書

調達

認定書
提出

証明書
発行

取

引

先

様

◆弊社から発行した証明書の事例



◆森林認証による対応体制として

ＦＳＣ・ＣＯＣ認証
（2011/4取得）

ＰＥＦＣ・ＣＯＣ認証
（2011/4取得）

ＳＧＥＣ認証
（2016/11取得）

◆現在販売中のＰＥＦＣ森林認証製品について

認証番号・製品適用範囲表示

製品添付シール

梱包ケース添付

◆売上伝票・請求書



６・弊社クリーンウッド法に関する位置づけと対応！

丸太・製材・集製材輸入量（推測指標）
◆日本木材輸入協会取扱実績（2017年） ５,３４８千㎥（合法証明７２％ 約３,８５０千㎥）
◇林野庁輸入データ（2016年） １０,８５２千㎥（合法証明７２％ 約７,８１３千㎥） 未証明３,０３９千㎥
＊その他合板類・木材チップ・輸入家具等々の木質材料がある！

林野庁輸入データから見る弊社取扱量 0.055～0.056％材の

合法証明が求められる。

◆弊社クリーンウッド法に関する位置づけと対応！

・登録認定書提出
・調達材料証明書発行
（ﾘｽｸ評価が出来た材料）

証明書調達・記録保存

証明書発行



今後の取り組みとして、全取引購入業者様からの証明書・関係

資料の調達と記録の保管（５年間）を実施。（事業者登録検討）

今までは・・・

政府調達品

取引購入先

・証明書調達
・記録保存

弊社証明書発行

これからは・・・

すべての売り先へ

弊社証明書・関係資料提出の体制整備

購入先からの証明書・関係資料調達・記録保存

無垢材購入先
１５ 社

素材購入先
１０ 社

加工品取引購入先
１０ 社

◆弊社クリーンウッド法に関する位置づけと対応！

ご清聴ありがとうございました！


